
- 13 -

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

世
襲
の
大
名
家
が
そ
れ
ぞ
れ
領
地
を
治
め
る
と
い
う
近
世
日
本
の
政
治
体
制

を
、
同
時
代
の
知
識
人
は
「
封
建
」
で
あ
る
と
捉
え
た

（
１
）

。
一
方
、
近
世
後
期
に

い
た
る
と
、
家
臣
団
に
複
数
の
政
治
集
団
が
出
現
し
、
大
名
家
の
主
導
権
を
争

う
「
党
争
」
が
、
従
来
よ
り
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
水
戸
徳
川
家
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
「
封
建
世
界
に
お
け
る
党
争

（
２
）

」
は
、
高
名
な
水
戸
学
者
・
会
沢
正

志
斎
（
以
下
「
正
志
斎
」
、
一
七
八
二
〜
一
八
六
三
）
や
藤
田
東
湖
（
以
下
「
東
湖
」
、

一
八
〇
六
〜
五
五
）
に
い
か
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
を
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
検

討
す
る
。

　

近
世
後
期
の
水
戸
徳
川
家
に
は
、
正
志
斎
や
東
湖
が
「
旧
家
」「
世
家
大
族
」「
巨

室
」
な
ど
と
呼
ぶ
家
々
が
存
在
す
る
。
初
代
当
主
・
賴
房
が
水
戸
徳
川
家
を
創

め
た
頃
か
ら
、
お
よ
そ
光
圀
の
代
ま
で
に
仕
え
始
め
た
譜
代
家
臣
で
あ
る
彼
ら

は
、
二
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
高
い
家
格
・
俸
禄
を
世
襲
し
て
き
た
。
「
封
建
」

と
い
う
国
制
を
よ
く
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
家
々
を

「
門
閥
」
と
呼
称
す
る

（
３
）

。

　

門
閥
の
う
ち
、
水
戸
徳
川
家
当
主
・
斉
昭
（
一
八
〇
〇
〜
六
〇
）
が
推
進
し

た
天
保
改
革
に
反
対
し
た
勢
力
を
、
本
稿
で
は
と
く
に
「
門
閥
派
」
と
呼
称
す

る
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
四
）
五
月
六
日
、
斉
昭
が
徳
川
公
儀
よ
り
致
仕
・
謹

慎
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
幼
沖
十
三
歳
の
世
子
・
鶴
千
代
麿
（
の
ち
慶

篤
）
が
相
続
し
、
高
松
松
平
家
を
は
じ
め
と
し
た
三
つ
の
分
家
が
政
治
運
営
を

担
っ
た
。
こ
の
事
件
は
改
革
派
か
ら
「
甲
辰
の
国
難
」
と
呼
ば
れ
、
か
つ
そ
の

黒
幕
は
門
閥
派
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

（
４
）

。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
改
革
派

に
連
な
る
正
志
斎
と
東
湖
は
相
次
い
で
蟄
居
さ
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
両
人

が
「
封
建
世
界
に
お
け
る
党
争
」
に
つ
い
て
思
索
す
る
契
機
を
、
否
応
な
く
与

え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

近
世
後
期
の
党
争
に
関
し
て
、
政
治
史
・
地
方
史
研
究
の
分
野
で
は
、
諸
大

名
家
に
お
け
る
政
治
過
程
の
精
緻
な
復
元
が
長
年
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
し
か
し
、
「
党
争
」
と
呼
ば
れ
る
事
象
が
近
世
後
期
に
台
頭
す
る

背
景
・
過
程
・
意
義
に
つ
い
て
、
俯
瞰
的
に
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
憾
み
が
あ
る
。

ゆ
え
に
近
年
の
研
究
の
中
で
は
、
上
書
・
郷
校
と
い
っ
た
政
治
文
化
ま
た
は
政

治
活
動
の
「
イ
ン
フ
ラ
」
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
十
九
世
紀
日
本
で
形
成
さ
れ
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る
「
儒
教
的
政
治
文
化
」
の
一
つ
と
し
て
党
争
を
捉
え
る
と
い
う
、
朴
薫
の
仕

事
が
注
目
に
値
す
る

（
５
）

。

　

一
方
、
近
世
後
期
の
党
争
を
思
想
史
の
観
点
か
ら
捉
え
る
研
究
も
、
限
ら
れ

て
い
る
。
前
田
勉
や
山
田
央
子
が
、
明
治
期
に
お
け
る
公
議
輿
論
の
成
熟
や
政

党
政
治
の
成
立
を
終
着
点
と
し
て
、
北
宋
の
欧
陽
脩
以
降
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ

て
き
た
「
党
派
性
の
是
非
」
問
題

―
「
朋
党
」
と
い
う
存
在
は
肯
定
さ
れ
る

べ
き
か
否
か

―
に
着
目
し
た
程
度
で
あ
る

（
６
）

。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
政
治
史
関
係
の
資
料
も
活
用
し
な
が
ら
、
正
志
斎

や
東
湖
が
門
閥
の
存
在
価
値
を
認
め
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
に
宥
和
的
な
姿
勢
を

示
し
た
言
説
を
扱
う
。
そ
の
際
、「
封
建
」
と
「
党
争
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、

結
び
つ
い
た
形
で
議
論
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
の
か
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
る
。
「
公
議
公
論
」
「
党
争
」
と
い
っ
た
、

近
世
中
国
で
成
熟
し
た
政
治
文
化
が
十
九
世
紀
日
本
で
議
論
さ
れ
た
際
、
「
世

襲
」
と
い
う
近
世
日
本
の
政
治
体
制
の
根
幹
的
な
要
素
が
、
果
た
し
て
い
か
な

る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
本
稿
で
は
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　

 

第
一
章　

「
封
建
」
と
「
党
争
」
の
分
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
会
沢
正
志
斎
の
場
合

（
７
）

―

　

正
志
斎
は
、
門
閥
は
刑
罰
に
お
い
て
優
遇
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ま
た
、
水
戸
徳
川
家
の
学
校
・
弘
道
館
も
、
彼
ら
の
教
育
を
主
眼
に
置
く
べ
き

で
あ
る
と
見
る
。「
封
建
世
界
」
に
存
在
す
る
世
襲
の
統
治
者
と
し
て
の
門
閥
を
、

正
志
斎
は
一
貫
し
て
尊
重
し
て
い
た
。　
　
　
　

　

ま
ず
は
、
刑
罰
に
お
け
る
優
遇
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

九
月
十
四
日
、
「
富
国
・
強
兵
・
学
校
」
に
関
す
る
徳
川
斉
昭
の
諮
問
に
対
し
て
、

正
志
斎
は
『
対
問
三
策
』を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
奢
侈
・
遊
惰
の
悪
風
」

に
染
ま
っ
た
家
中
は
屋
敷
・
知
行
を
取
り
上
げ
、
「
郷
宅
」
な
る
施
設
で
軟
禁

す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
郷
宅
中
、
民
間
に
出
て
、
悪
事
あ
る

は
放
逐
す
べ
」
き
だ
と
す
る
一
方
、
「
其
内
も
元
禄
以
前
奉
仕
の
家
、
又
は
功

徳
あ
る
も
の
ゝ
子
孫
抔
」
に
つ
い
て
は
、「
罪
の
軽
重
に
よ
り
て
、
年
月
を
歴
て
、

常
の
小
普
請
組
な
ど
へ
入
置
く
類
も
有
べ
し
」
と
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
こ
で
す
で
に

門
閥
へ
の
優
遇
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
は
近
世
末
期
に
多
く
取
り
立
て
ら
れ

た
「
立
身
者
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
一
層
明
確
に
窺
え
る
。

近
来
、
旧
家
を
容
易
に
絶
給
は
ざ
る
は
仁
政
な
れ
共
、
俗
吏
は
心
得
誤
り

て
、
不
埒
者
を
押
へ
抱
へ
し
て
養
ひ
置
、
姑
息
の
愛
を
仁
政
也
と
思
へ
り
。

元
禄
以
前
奉
仕
の
も
の
ゝ
子
孫
、
又
は
其
外
に
も
功
徳
あ
る
者
の
後
な
ど

は
、
議
賢
・
議
能
・
議
功
・
議
故
［
双
行
注
＝
律
の
八
議
の
内
也
。
其
本

は
『
周
礼
』
に
出
］
等
の
意
味
も
有
て
、
宥
赦
も
有
べ
け
れ
ど
も
、
胥
吏

な
ど
の
手
数
の
み
に
て
、
立
身
し
た
る
者
の
子
孫
も
、
是
と
同
じ
く
罪
あ

り
て
も
其
儘
養
置
て
は
、
無
用
の
士
、
頭
数
の
み
多
く
、
事
に
臨
て
敗
軍

す
る
事
必
定
也

（
９
）

。

　

「
俗
吏
」
た
ち
は
、
「
旧
家
又
は
功
徳
有
者
の
後
」
へ
の
優
遇
に
込
め
ら
れ
た

深
意
を
理
解
で
き
ず
、
「
不
埒
者
へ
の
姑
息
の
愛
」
を
仁
政
と
取
り
間
違
え
て

い
る
た
め
、
「
立
身
し
た
る
者
の
子
孫
」
に
対
す
る
刑
罰
も
緩
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
。
無
用
の
家
中
を
淘
汰
し
な
け
れ
ば
、
有
事
に
際
し
て
は
必
ず
敗

れ
る
と
正
志
斎
は
主
張
す
る
。

　

正
志
斎
が
「
元
禄
以
前
奉
仕
の
も
の
ゝ
子
孫
、
又
は
其
外
に
も
功
徳
あ
る
者

の
後
な
ど
」
へ
の
優
遇
を
唱
え
た
際
、
そ
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
聖
人
が
刑
罰
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に
つ
い
て
、
「
人
情
事
理
」
に
照
ら
し
て
斟
酌
す
べ
き
と
し
た
八
種
の
例
外
状

況
で
あ
る
（
『
周
礼
』
に
お
け
る
八
辟
、
の
ち
八
議
。
日
本
の
律
令
制
で
は
六
議

）
（1
（

）
。

　

八
辟
に
照
ら
せ
ば
、
「
旧
家
」
は
「
故
」
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
正
志
斎
は
、

上
古
の
日
本
と
中
国
に
お
い
て
、
「
故
」
に
対
す
る
優
遇
は
貫
徹
さ
れ
て
い
た

と
見
る
。
例
え
ば
、
神
武
天
皇
は
天
下
を
平
定
し
た
後
、
国
造
を
地
方
に
「
封
建
」

し
、
旧
族
世
家
の
名
位
を
維
持
し
た
と
い
う

）
（（
（

。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
国
譲
り
神
話

に
お
い
て
も
、
在
来
の
「
旧
族
世
家
」
へ
の
尊
重
が
見
ら
れ
る
と
正
志
斎
は
考

え
る
。
三
谷
博
が
注
目
し
た
よ
う
に
、『
新
論
』
長
計
篇
に
お
い
て
、
正
志
斎
は
「
天

孫
降
臨
の
前
に
国
土
を
平
定
し
た
大
物
主
な
ど
の
神
々
が
存
在
し
、
天
孫
の
後

裔
は
そ
れ
ら
「
旧
族
大
姓
」
の
神
々
を
祭
り
、
彼
ら
の
子
孫
に
よ
る
祭
祀
も
奨

励
・
援
助
し
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る

）
（1
（

。
正
志
斎
が
『
対
問
三
策
』
で
示
し
た
「
旧

家
」
へ
の
優
遇
は
、
以
上
の
よ
う
な
上
古
史
理
解
と
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

無
論
、
門
閥
は
た
だ
単
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
正
志
斎
は
考
え
て

い
な
い
。
当
世
の
彼
ら
は
、
む
し
ろ
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
時
軍
も
な
く
、
寝
て
居
て
取
る
禄
な
れ
ば
、
武
士
の
禄
の
本
意
を
不
失
、

今
に
も
出
陣
す
べ
し
と
思
ひ
、
倹
約
せ
ば
貧
き
事
は
な
き
は
づ
也
。［
…
…
］

今
は
風
俗
を
害
す
る
も
の
も
あ
り
て
も
、
顕
れ
た
る
罪
名
な
け
れ
ば
、
打

捨
置
故
、
表
向
さ
へ
取
繕
へ
ば
、
内
実
は
如
何
な
る
罪
を
犯
す
共
、
構
は

ぬ
も
の
と
心
得
［
…
…
］
此
悪
風
厚
禄
の
家
に
尤
甚
し
く
、
奢
侈‧

遊
惰

‧

詐
偽‧

欺
罔
を
な
し
て
、
武
道
を
失
ひ
、
廉
恥
を
忘
て
、
治
教
を
妨
げ
、

風
化
を
傷
る

）
（1
（

。

　

正
志
斎
か
ら
見
れ
ば
、
泰
平
の
持
続
に
よ
っ
て
、
武
士
た
ち
は
俸
禄
の
本
意

を
忘
れ
、
罪
を
得
な
い
よ
う
に
外
面
を
取
り
繕
い
、「
奢
侈‧

遊
惰‧

詐
偽‧

欺

罔
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
悪
風
は
「
厚
禄
の
家
」
、

す
な
わ
ち
門
閥
に
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
と
い
う
。
正
志
斎
が
、「
諸
士
の
風
儀

を
取
直
す
の
大
眼
目
は
、
大
家
・
巨
室
・
具
瞻
の
位
に
在
る
も
の
を
先
と
す
べ

し
」
と
明
言
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。

　

右
の
よ
う
に
堕
落
し
た
門
閥
に
対
し
て
、
正
志
斎
は
『
周
礼
』
に
準
拠
し
た

学
校
を
当
世
に
興
し
、
彼
ら
を
教
育
す
る
こ
と
が
喫
緊
で
あ
る
と
主
張
す
る

）
（1
（

。

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
、
同
僚
で
あ
る
靑
山
延
光
（
一
八
〇
七
〜
七
一
）
に

宛
て
た
書
簡
で
は
、
「
古
よ
り
「
在
上
不
驕
」
抔
申
候
而
貴
者
之
驕
心
ハ
第
一

ニ
聖
賢
之
戒
候
事
ニ
て
、
尤
治
教
之
害
と
相
成
候
間
、
学
校
御
設
之
尊
意
も
、

一
ニ
ハ
貴
者
之
驕
心
を
抑
へ
下
情
ニ
通
候
様
ニ
と
の
思
召
ニ
御
座
候
」
と
述
べ

て
い
る

）
（1
（

。
天
保
期
か
ら
安
政
期
に
か
け
て
、
正
志
斎
が
門
閥
の
教
育
に
取
り
組

ん
だ
目
的
は
、
一
貫
し
て
彼
ら
の
驕
慢
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

門
閥
の
教
育
は
、
正
志
斎
に
お
け
る
人
材
供
給
構
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

正
志
斎
は
「
古
者
賢
才
を
挙
げ
、
限
る
に
門
流
を
以
て
せ
ず
」
と
振
り
返
り
つ

つ
、
当
世
に
と
っ
て
も
新
た
な
人
材
の
登
用
は
必
要
だ
と
見
て
い
た

）
（1
（

。
し
か
し

な
が
ら
、
次
の
引
用
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
彼
は
門
閥
の
任
用
を
最
初
か
ら
排

除
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
教
育
に
期
待
し
て
い
た
。

世
禄
ノ
人
ヲ
用
ル
モ
、
下
ヨ
リ
賢
ヲ
挙
ル
モ
、
何
レ
モ
一
得
一
失
ア
リ
。

一
偏
ニ
論
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
サ
レ
ト
モ
封
建
ノ
世
ニ
ハ
、
世
禄
ヲ
用
ル
コ
ト

自
然
ノ
勢
ナ
レ
バ
、
其
子
弟
ヲ
教
立
テ
ヽ
、
国
家
ノ
用
ヲ
為
サ
シ
ム

）
（1
（

。

賢
ヲ
挙
ル
ハ
美
事
ナ
レ
ト
モ
、
古
ハ
世
禄
ノ
子
弟
ヲ
教
育
シ
テ
用
フ
ル
ヲ

先
ト
シ
テ
、
マ
タ
賢
才
ヲ
下
ヨ
リ
挙
ク
ル
ナ
リ
。
［
…
…
］
賢
ヲ
進
ム
ル

コ
ト
ハ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
カ
如
ク
ニ
ス
ル
コ
ト
、
聖
賢
ノ
意
ナ
リ
。

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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一
概
ニ
貴
賤
ノ
別
ナ
シ
ト
云
ウ
ベ
カ
ラ
ズ

）
（1
（

。

　

正
志
斎
の
門
閥
派
教
育
論
に
対
し
て
、
武
石
智
典
は
、
「
正
志
斎
と
し
て
は

時
代
の
制
約
上
、
家
格
に
も
配
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
評
す
る

）
11
（

。
い
わ

ば
、
そ
れ
は
当
時
の
政
治
体
制
に
対
す
る
妥
協
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
理
解
で

あ
る
。
正
志
斎
の
人
材
供
給
構
想
に
対
す
る
、
こ
う
い
っ
た
「
折
衷
的
」
「
妥

協
的
」
と
す
る
先
行
研
究
の
評
価

）
1（
（

に
は
、
以
下
の
三
点
が
背
景
と
し
て
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
①
正
志
斎
が
下
士
で
あ
っ
て
高
禄
の
譜
代
家

臣
の
出
で
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
彼
は
門
閥
教
育
よ
り
も
人
材
登
用
を
優
先
し

た
い
は
ず
だ
、
と
す
る
傾
向
。
す
な
わ
ち
、
身
分
的
・
社
会
的
な
出
自
に
よ
っ

て
、
思
想
家
の
達
成
を
予
断
す
る
傾
向
。
②
「
封
建
＝
世
襲
主
義
」
「
郡
県
＝

能
力
主
義
」
と
い
う
硬
直
し
た
図
式
。
③
世
襲
の
打
破
・
人
材
登
用
の
拡
大
を

暗
黙
の
う
ち
に
良
し
と
す
る
、
近
代
に
向
か
う
発
展
史
的
な
図
式

）
11
（

。

　

こ
こ
ま
で
、
世
襲
の
統
治
者
で
あ
る
門
閥
を
正
志
斎
が
い
か
に
尊
重
し
、
か

つ
見
放
さ
ず
に
鍛
え
直
そ
う
と
し
た
の
か
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き

は
、
門
閥
の
う
ち
、
天
保
改
革
に
抵
抗
す
る
門
閥
派
に
対
し
て
、
正
志
斎
が
熾

烈
な
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
甲
辰
の
国
難
」
か
ら
半
年
あ
ま
り

経
っ
た
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
一
二
月
二
二
日
、
彼
が
出
し
た
宛
名
不
明
の

書
簡
か
ら
引
用
す
る
。

石
見
守
人
物
之
儀
ハ
本
よ
り
御
存
知
被
遊
候
通
り
、
頑
に
て
旧
弊
を
固
執

仕
、
慾
心
深
く
手
前
勝
手
計
仕
候
［
…
…
］
古
よ
り
忠
邪
並
立
候
而
治
り

候
事
決
而
無
之
候
間
、
此
上
忠
士
を
御
用
不
被
遊
候
ハ
ヽ
、
不
残
押
込
後

に
ハ
殺
候
程
之
事
ニ
相
成
候
共
不
得
已
候
へ
共
、
左
も
無
之
候
ハ
ヽ
、
天

狗
等
之
讒
説
御
打
破
、
是
迄
御
善
政
を
守
り
候
者
を
御
引
返
し
、
人
材
御

揃
へ
被
遊
候
様
ニ
無
之
候
而
ハ
、
永
〃
動
揺
相
止
不
申
候
儀
と
奉
存
候

事
）
11
（

。

　

石
見
守
こ
と
鈴
木
重
矩
を
は
じ
め
と
す
る
門
閥
派
が
激
し
く
批
判
さ
れ
て
い

る
。
「
忠
」
と
「
邪
」
は
同
時
に
政
権
に
携
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
方

か
ら
し
て
、
「
甲
辰
の
国
難
」
後
、
正
志
斎
は
門
閥
派
の
批
判
・
排
除
を
厭
わ

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
正
志
斎
に
お
い
て
、
門
閥
派
が
持
つ
「
世
襲
の
統
治
者
」
と
い

う
特
徴
は
、
彼
ら
へ
の
熾
烈
な
批
判
を
躊
躇
さ
せ
る
材
料
と
し
て
機
能
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
、
「
封
建
」
と
「
党
争
」
は
別
々
の
問
題
に

属
し
て
お
り
、
両
者
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

 

第
二
章　

「
封
建
」
と
「
党
争
」
の
連
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
藤
田
東
湖
の
場
合

―

 
 

正
志
斎
と
異
な
り
、
東
湖
は
「
封
建
世
界
」
に
お
け
る
世
襲
を
強
く
意
識
し

な
が
ら
、
「
党
争
」
の
相
手
と
し
て
の
門
閥
派
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
を
思
索

し
た
。
正
志
斎
お
い
て
は
別
々
に
考
え
ら
れ
て
い
た
「
封
建
」
と
「
党
争
」
を
、

東
湖
は
一
つ
の
議
論
へ
と
結
晶
さ
せ
た
。

　

徳
川
斉
昭
へ
の
遺
書
と
い
う
性
質
を
持
つ
『
許
々
路
廼
阿
登
』
（
弘
化
四
年
、

一
八
四
七

）
11
（

）
に
お
い
て
、
東
湖
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
備
前
守

）
11
（

始
め
旧
家

の
心
を
御
攬
被
遊
候
様
仕
度
候
事
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
あ
る
。

本
文
旧
家
の
心
を
御
と
り
被
遊
候
儀
何
歟
術
の
様
に
候
へ
共
、
「
大
臣
を

礼
す
」
と
申
儀
、
尚
又
「
罪
を
巨
室
に
得
ざ
れ

）
11
（

」
抔
申
す
語
経
書
に
も
相

日本儒教学会報 七
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見
へ
、
西
土
郡
県
の
世
界
と
違
ひ
、
封
建
世
禄
の
御
制
度
に
て
は
、
旧
家

の
御
扱
実
に
御
大
切
の
事
と
奉
存
候

）
11
（

。

　

郡
県
制
を
採
用
し
て
い
る
中
国
と
は
異
な
り
、
封
建
制
で
あ
る
近
世
日
本
に

お
い
て
は
、
世
襲
の
統
治
者
た
る
「
旧
家
」
す
な
わ
ち
門
閥
が
存
在
す
る
た
め
、

彼
ら
と
の
良
好
な
関
係
を
保
つ
こ
と
は
、
政
治
運
営
の
上
で
大
切
で
あ
る
と
い

う
。　
　

　

こ
の
よ
う
に
、
東
湖
は
門
閥
派
へ
の
尊
重
を
「
封
建
／
郡
県
」
の
違
い
と
結

び
つ
け
る
が
、
こ
れ
を
よ
り
明
確
に
党
争
と
結
び
つ
け
た
の
は
以
下
の
書
簡
で

あ
る
。
熾
烈
な
門
閥
派
批
判
を
展
開
す
る
改
革
派
の
盟
友
・
豊
田
天
功
（
以
下

「
天
功
」
、
一
八
〇
五
〜
六
四
）
の
『
鶏
鳴
録
』
に
対
し
て
、
東
湖
が
疑
義
を
提

示
し
て
い
る
。　
　

右
貴
著
御
文
辞
等
に
は
無
論
愚
意
無
御
座
候
へ
共
、
少
々
御
相
談
申
度
事

御
座
候
。
大
意
は
封
建
世
界
と
郡
県
世
界
に
て
は
用
心
の
相
違
も
可
有
御

座
候
歟
。
貴
著
愉
快
且
ハ
明
々
了
々
に
御
座
候
へ
共
、
称
謂
あ
ま
り
御
甚

し
く
有
御
座
間
敷
哉
。
党
禍
を
永
世
へ
流
し
候
患
如
何
。
早
く
申
候
へ
は

黒
微

）
11
（

弊
等
の
子
孫
、
親
戚
の
身
に
而
考
候
へ
は
、
ま
す
〳
〵
如
何
様
の
寒

斗
）
11
（

巧
み
申
間
敷
に
も
無
之
歟
。
外
に
は
何
等
愚
意
無
御
座
候
。
狂
妄
僭
踰
、

長
者
江
海
之
量
、
御
恕
可
被
下
候

）
11
（

。

　

東
湖
の
関
心
は
、
改
革
派
と
門
閥
派
の
「
党
禍
」
の
持
続
を
い
か
に
防
ぐ
か

に
あ
っ
た
。
彼
か
ら
見
れ
ば
、
谷
田
部
雲
八
・
尾
羽
平
蔵
ら
門
閥
派
の
子
孫
ま

た
は
親
族
を
激
し
い
「
称
謂
」
で
批
判
す
る
と
、
反
感
ひ
い
て
は
報
復
を
招
く

危
険
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
党
禍
を
永
世
へ
流
し
候
患
」
が
生
じ
る
の
で

は
な
い
か
と
、
東
湖
は
深
く
憂
慮
し
て
い
た
。
「
あ
ま
り
御
甚
し
」
い
と
東
湖

が
受
け
止
め
た
「
称
謂
」
は
、
門
閥
派
の
苗
字
に
「
賊
」
を
被
せ
る
「
谷
（
＝

谷
田
部
雲
八
）
賊
」
「
尾
（
＝
尾
羽
平
蔵
）
賊
」
と
い
っ
た
呼
び
名
と
考
え
ら

れ
る

）
1（
（

。
近
世
日
本
で
は
旧
家
が
世
襲
す
る
の
で
、
こ
の
種
の
称
謂
を
す
れ
ば
、

彼
ら
の
子
孫
は
今
後
も
引
き
続
き
政
治
に
携
わ
る
蓋
然
性
が
高
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
永
遠
に
批
判
対
象
に
該
当
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

世
襲
に
よ
る
党
争
の
持
続
に
つ
い
て
、
東
湖
は
次
の
書
簡
に
お
い
て
も
触
れ

て
い
る
。
国
友
善
庵
（
以
下
「
善
庵
」
、
一
八
〇
一
〜
六
二
）
が
著
し
た
『
朋

党
論
広
義
』
に
対
し
て
、
東
湖
が
提
示
し
た
修
訂
意
見
の
な
か
で
あ
る
。

同
第
三
巻

蘇
氏
朋
党
論
、
斎マ

マ

田
氏

）
11
（

　

魯
季
孫
…マ

マ…
の
御
批
評
に
、

封
建
之
世
云
々
、
実
に
大
眼
如
炬
、
此
御
論
を
ば
別
に
一
篇
の
文
字
に
な

さ
れ
、
可
然
所
へ
御
編
入
に
て
は
如
何
。
今
日
に
在
て
甚
有
用
な
り
。
所

謂
姦
党
も
太
甚
の
分
は
格
別
、
其
外
は
可
成
丈
ほ
う
じ
返
し
、
我
軌
物
に

い
れ
た
き
こ
と
也
。
然
る
を
夫
も
姦
此
も
姦
と
目
し
、
天
［
＝
天
狗
党
］

の
子
天
と
な
り
、
姦
の
子
姦
と
な
り
候
は
ば
、
永
世
の
禍
な
る
べ
し
。
畢

竟
封
建
の
世
に
あ
り
な
が
ら
郡
県
の
事
跡
に
泥
み
候
様
相
覚
候
。
別
に
一

篇
の
文
字
、
渇
望
々

）々
11
（

。

　

ま
と
め
れ
ば
、
東
湖
は
世
襲
へ
の
配
慮
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
激
化
し
か
ね

な
い
党
争
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
留
意
す
べ
き
点
は
三
つ
あ
る
。

　

①　

「
封
建
之
世
」
に
関
す
る
善
庵
の
議
論
は
当
面
確
認
で
き
な
い
も
の
の

）
11
（

、

「
大
眼
如
炬
」
と
い
う
評
価
か
ら
見
れ
ば
、
東
湖
の
考
え
と
方
向
を
同
じ
く
し

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
『
朋
党
論
広
義
』
の
巻
一
が
、
欧
陽
脩
「
朋
党
論
」
・

蘇
軾
「
続
欧
陽
子
朋
党
論
」
・
魏
禧
「
続
々
朋
党
論
」
な
ど
を
収
め
て
お
り
、

さ
ら
に
、
右
に
引
用
し
な
か
っ
た
「
国
友
与
五
郎
に
与
へ
て
其
著
朋
党
廣
議
を

評
す
る
書
」
の
ほ
か
の
箇
所
に
基
づ
け
ば
、
同
書
は
「
東
漢
事
蹟
」「
李
唐
事
蹟
」

を
含
め
、
漢
か
ら
宋
・
清
に
か
け
て
の
朋
党
に
関
す
る
議
論
を
幅
広
く
蒐
集
し

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
論
評
し
た
東
湖
は
、
後
漢
の
党
錮

の
禍
・
唐
代
の
牛
李
党
争
・
北
宋
の
新
旧
党
争
を
含
ん
だ
、
秦
漢
以
降
に
「
郡

県
世
界
」
に
入
っ
た
中
国
で
繰
り
返
し
発
生
し
た
党
争
（
「
郡
県
の
事
跡
」
）
を

確
実
に
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
統
治
者
が
原
則
世
襲
す
る
近
世
日
本
に
お

い
て
、
中
国
史
上
の
党
争
を
参
照
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
、
東
湖
が
主
張

し
た
と
理
解
で
き
る
。

　

②　

「
然
る
を
夫
も
姦
此
も
姦
と
目
し
、
天
の
子
天
と
な
り
、
姦
の
子
姦
と

な
り
候
は
ば
、
永
世
の
禍
な
る
べ
し
」
と
い
う
判
断
は
、
政
敵
へ
の
「
レ
ッ
テ

ル
貼
り
」
が
も
た
ら
す
禍
に
対
す
る
東
湖
の
敏
感
さ
を
表
し
て
い
る
。
門
閥
派

の
苗
字
に
「
賊
」
を
被
せ
る
呼
び
名
に
対
す
る
疑
念
も
、
こ
れ
を
反
映
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
前
掲
国
友
書
簡
と
は
お
よ
そ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
許
々
路
廼

阿
登
』
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

有
志
の
少
年
抔
は
憤
激
の
餘
り
、
有
司
共
の
事
を
一
概
に
姦
と
名
付
候
歟

に
候
へ
共
、
同
し
御
家
中
へ
名
目
を
つ
け
候
儀
、
か
り
そ
め
に
も
不
宜
事

と
奉
存
候

）
11
（

。

そ
も
そ
も
御
国
難
の
起
源
を
尋
候
に
、
学
派
に
て
党
と
名
附
候
よ
り
［
双

行
注
＝
学
派
の
説
主
張
仕
り
、
尚
又
天
狗
の
名
目
申
出
し
候
人
物
等
、
委

細
御
承
知
被
遊
候
半
と
相
略
し
申
候
］
漸
々
に
醸
し
成
候
事
に
て
［
下
略

）
11
（

］

　

「
有
志
の
少
年
」
た
ち
が
、
「
姦
」
の
よ
う
な
「
名
目
」
で
家
臣
団
の
分
断
を

招
く
こ
と
に
、
東
湖
は
警
戒
感
を
示
し
て
い
る

）
11
（

。
「
甲
辰
の
国
難
」
に
つ
い
て
も
、

東
湖
は
、
そ
の
原
因
が
「
学
派
」
を
む
や
み
に
「
党
」
と
呼
称
し
た
こ
と
に
あ

る
と
振
り
返
る
。

　

右
の
よ
う
に
呼
称
問
題
に
敏
感
な
東
湖
で
あ
る
が
、
彼
は
門
閥
派
を
批
判
的

に
言
及
す
る
際
、
「
姦
」
「
賊
」
と
い
っ
た
蔑
称
は
避
け
た
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
名

前
自
体
伏
せ
て
す
ら
い
る
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
の
斉
昭
襲
封
に
際
し
、

「
時
の
有
司
」
（
榊
原
照
昌
を
は
じ
め
と
す
る
門
閥
と
考
え
ら
れ
る
）
が
公
方
・

徳
川
家
斉
の
二
十
一
男
・
御
三
卿
清
水
家
第
五
代
当
主
の
徳
川
斉
疆
を
擁
立
し

よ
う
と
し
た
と
噂
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
湖
は
『
常
陸
帯
』
に
お

い
て
、
「
い
ざ
そ
の
た
し
か
な
る
明
証
を
あ
げ
て
い
は
ん
は
い
と
や
す
け
れ
ど

も
、
憚
る
処
な
き
に
し
も
あ
ら
」
ず
と
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
東
湖
は
、
有
司
た
ち
の

画
策
を
裏
付
け
る
「
明
証
」
が
多
い
と
見
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
立
つ
政
治

批
判
を
自
己
規
制
し
て
い
る
と
言
え
る
。
実
際
、『
常
陸
帯
』
で
は
、
斉
疆
を
擁

立
し
よ
う
と
し
た
「
執
政
職
」
の
名
前
を
「
何な

に
が
し某

」
と
し
て
伏
せ
た
の
に
対
し

て
、
『
回
天
詩
史
』
で
は
「
榊
原
淡
州
」
と
明
記
し
て
い
る
。
後
者
は
あ
く
ま

で
も
子
孫
に
残
し
た
も
の
で
、
公
開
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う

）
11
（

。

　
　

　

③　

「
姦
党
も
太
甚
の
分
は
格
別
、
其
外
は
可
成
丈
ほ
う
じ
返
し
、
我
軌
物

に
い
れ
た
き
こ
と
也
」と
い
う
主
張
が
注
目
に
値
す
る
。
「
天
」（
天
狗
党
）は
「
姦

党
」
に
門
戸
を
開
き
、
彼
ら
を
包
摂
す
べ
き
だ
と
東
湖
は
説
い
て
い
る

）
11
（

。
こ
こ

で
確
認
で
き
る
の
は
、
党
派
間
の
融
合
が
な
お
も
目
指
せ
る
と
い
う
流
動
的
な

状
況
で
あ
る
。
実
際
、
門
閥
の
な
か
に
は
、
天
保
改
革
を
支
持
し
た
山
野
辺
義

観
や
戸
田
忠
敞
も
存
在
し
た

）
1（
（

。
逆
に
、
改
革
派
に
激
し
く
批
判
さ
れ
る
谷
田
部
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雲
八
は
十
石
四
人
扶
持
の
下
士
層
に
属
す
る
。「
高
禄
の
門
閥
＝
改
革
反
対
」「
小

身
の
新
興
武
士
＝
改
革
支
持
」
と
い
う
厳
密
な
区
別
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
特

定
の
家
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
党
派
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
以
下
の
第
二
節
で
触
れ
る
、
両
者
が
分
か
ち
が
た
く
結
ば
れ
て
い
る

朝
鮮
朝
中
期
以
降
の
状
況
と
大
い
に
異
な
る
。

　

以
上
、
東
湖
の
議
論
か
ら
三
つ
の
要
点
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ

も
、
彼
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
議
論
に
到
達
し
た
の
か
。

　

直
接
な
理
由
と
し
て
、
斉
昭
の
復
権
を
実
現
し
た
い
強
い
思
い
が
挙
げ
ら
れ

る
）
11
（

。
そ
の
た
め
に
は
、
圧
倒
的
な
権
威
を
持
つ
徳
川
公
儀
へ
の
配
慮
が
不
可
欠

と
考
え
ら
れ
た
。
『
許
々
路
廼
阿
登
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
冷
徹
な
観
察
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、
水
戸
徳
川
家
は
あ
く
ま
で
も
公
儀
に
対
し
て
、「
子

弟
の
常
道
」
を
尽
く
す
べ
き
な
の
で
、
斉
昭
は
自
ら
身
の
潔
白
を
訴
え
な
い
ほ

う
が
得
策
で
あ
る
、
と

）
11
（

。

　

そ
し
て
、
公
儀
へ
の
配
慮
は
、
端
的
に
は
、
御
家
騒
動
に
対
す
る
公
儀
の
処

罰
へ
の
危
惧
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
か
く
理
に
て
も
非
に
て
も
だ
ま
つ
て
居
候
様
に
と
の
御
仕
向
が
い
は
ゆ

る
武
断
の
政
と
申
も
の
に
て
、
聖
賢
の
政
に
は
無
御
座
候
。
乍
然
往
古
よ

り
右
の
御
仕
向
に
て
家
中
二
分
れ
に
相
成
候
へ
は
、
つ
ま
る
所
主
家
の
不

為
と
罷
成
候
儀
、
越
後
騒
動
其
他
類
例
多
く
相
見
へ
申
候
［
…
…
］
甲
辰

以
来
小
人
共
讒
訴
の
為
に
、
有
志
の
も
の
禍
に
逢
候
を
憤
り
、
又　

幕
府

の
威
を
か
り
小
人
共
を
厳
科
に
処
し
候
半
と
志
し
候
様
に
て
は
、
聖
賢
の

幕
府
に
候
は
ゝ
善
悪
黒
白
相
分
り
可
申
候
へ
共
、
武
断
の　

幕
府
に
て
は

つ
ま
る
所
例
の
家
中
二
分
れ
と
申
廉
に
陥
り
可
申
哉

）
11
（

。

　

東
湖
の
見
解
で
は
、
「
武
断
の
幕
府
」
か
ら
、
家
臣
団
が
ひ
ど
く
分
裂
す
る

状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
処
罰
が
下
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

水
戸
の
有
志
た
ち
は
熾
烈
な
雪
冤
運
動
を
展
開
し
、
あ
る
い
は
公
儀
の
権
威
を

借
り
て
、「
甲
辰
の
国
難
」
の
黒
幕
た
ち
を
糾
弾
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
努
力
は
、
所
詮
公
儀
に
「
家
中
二
分
」
と
い
う
処
罰
の
口
実
を
与
え

て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
。

　

以
上
か
ら
見
れ
ば
、
「
封
建
世
界
に
お
け
る
党
争
は
危
険
」
と
東
湖
が
判
断

し
た
背
後
に
は
、
水
戸
徳
川
家
の
混
乱
に
よ
る
公
儀
権
力
の
介
入
が
意
識
さ
れ

た
可
能
性
は
高
い

）
11
（

。
こ
の
意
識
が
と
り
わ
け
強
い
か
ら
こ
そ
、
東
湖
は
表
に
お

い
て
門
閥
派
を
刺
激
し
な
い
こ
と
を
重
視
し
、
「
封
建
世
界
に
お
け
る
党
争
」

を
危
惧
し
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。

　

第
一
節　

藤
田
東
湖
の
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　

―
「
党
争
」
論
と
「
封
建
」
論
に
お
い
て

―

 
 

本
節
で
は
、
東
湖
の
議
論
が
、
江
戸
・
明
治
思
想
史
上
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

　

ま
ず
は
、
中
国
の
「
党
争
」
論
と
比
較
し
た
際
、
東
湖
の
議
論
が
ど
の
よ
う

な
特
徴
を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
。
士
大
夫
に
よ
る
言
論
活
動
が
活
発
化
す
る

宋
代
以
降
、
「
朋
党
論
」
が
従
来
よ
り
も
数
多
く
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
ら
の
議
論
は
、
お
お
む
ね
欧
陽
脩
の
「
朋
党
論
」
が
先
鋭
化
さ
せ
た
「
党
派

性
の
是
非
」
の
問
題
、
さ
も
な
く
ば
各
時
代
に
お
け
る
「
君
子
／
小
人
」
の
具

体
的
な
弁
別
に
集
中
し
て
い
る

）
11
（

。
宋
学
で
は
万
人
は
道
徳
面
に
お
い
て
「
根
源

的
同
一
性
」
を
持
つ
と
考
え
る
た
め
、
「
君
子
／
小
人
」
を
弁
別
す
る
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
修
養
の
階
梯
に
各
人
を
序
列
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
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明
末
に
く
だ
り
、
「
君
子
／
小
人
」
と
い
う
枠
組
み
の
硬
直
化
を
批
判
す
る
論

調
が
増
え
る
も
の
の
、
党
争
を
抑
制
す
る
抜
本
的
な
制
度
構
想
は
つ
い
に
乏
し

い
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

　

翻
っ
て
、
東
湖
は
「
君
子
／
小
人
」
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
）
11
（

。
し
か
し
、
明
末
清
初
の
魏
禧
（
一
六
二
四
〜
八
一
）
に
よ
る
「
君
子
」
へ

の
皮
肉
（
「
続
々
朋
党
論
」
）
に
つ
い
て
、
東
湖
は
明
確
に
批
判
し
て
お
り
、「
小

人
」
に
対
す
る
「
君
子
」
の
優
越
性
を
彼
は
あ
く
ま
で
も
擁
護
す
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
湖
は
引
き
続
き
「
君
子
／
小
人
」
と
い
う
枠
組
み
内
で
思

考
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
評
価
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
東
湖
が
党
禍
の
回

避
方
法
に
関
し
て
、
独
自
の
議
論
に
至
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
道

徳
面
の
鍛
錬
を
通
じ
て
、
政
敵
に
寛
容
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
力
説
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
君
子
／
小
人
」
の
弁
別
を
よ
り
精
密
に
行
う
こ
と
で
、

党
争
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
「
封
建
」
社
会
に
お
け
る

世
襲
を
強
く
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妥
協
・
寛
容
の
必
要
性
を
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
々
の
イ
エ
の
維
持
に
注
力
す
る
近
世
日
本
の

家
臣
た
ち
に
と
っ
て
、
生
活
の
実
感
に
訴
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
彼
ら
の

心
理
的
な
規
制
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
近
世
日
本
に
お
け
る
「
封
建
」
論
の
流
れ
の
な
か
で
、
東
湖
の
議
論

を
位
置
づ
け
た
い
。
先
行
研
究
が
論
じ
た
よ
う
に
、
山
鹿
素
行
・
太
宰
春
台
を

は
じ
め
、
「
封
建
／
郡
県
」
の
優
劣
に
着
目
し
た
近
世
日
本
の
論
者
が
多
数
存

在
し
た

）
1（
（

。
具
体
的
な
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ど
の
国
制
が
よ
り
「
公
」
を

体
現
で
き
、
ま
た
は
対
外
防
禦
に
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
そ
れ
ら
の
多
く

は
、
中
国
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
あ
る
べ
き
「
封
建
」
の
姿
を
文
献
頼
り
に
想
像
す
る
近
世
中
国
の
士

大
夫
と
異
な
り
、
近
世
日
本
の
知
識
人
は
、
当
世
の
政
治
体
制
か
ら
あ
ま
た
の

特
質
を
導
き
出
し
た
。
そ
の
焦
点
は
、
東
湖
も
着
目
す
る
「
世
襲
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

清
水
光
明
が
論
じ
た
よ
う
に
、
雨
森
芳
洲
（
一
六
六
八
〜
一
七
五
五
）
は
、

「
封
建
」
社
会
で
は
「
国
々
の
士
大
夫
」
は
代
々
為
政
者
の
位
置
に
留
ま
る
の

で
、
お
互
い
の
人
柄
を
熟
知
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
人
材
登
用
の

際
、
文
章
の
出
来
と
い
う
基
準
を
持
ち
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
科
挙
よ
り
も
、
人

柄
に
基
づ
く
相
互
推
挙
が
優
れ
る
と
芳
洲
は
見
る

）
11
（

。
他
方
、
高
山
大
毅
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
服
部
南
郭
（
一
六
八
三
〜
一
七
五
九
）
は
、
「
封
建
」
社
会
で

は
統
治
者
は
世
襲
す
る
ゆ
え
、
彼
ら
は
驕
慢
・
怠
惰
に
堕
ち
、
ほ
か
の
身
分
に

あ
る
人
々
の
情
に
疎
く
な
り
が
ち
で
あ
る
と
見
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
救
う
た

め
に
、
多
様
な
人
情
の
様
式
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
『
詩
経
』
を
学
ぶ
こ
と
は
重

要
で
あ
る
と
い
う

）
11
（

。

　

芳
洲
と
南
郭
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
統
治
者
層
内
部
に
お
け
る
相
互
の
熟
知
」
や
、

「
異
な
る
身
分
／
職
分
間
の
分
断
」
に
着
目
し
て
い
る
。
統
治
者
層
内
部
に
生

じ
う
る
不
和
が
と
く
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
両
人
は
共
通
し

て
い
る
。
彼
ら
の
ほ
か
、
世
襲
の
譜
代
奉
公
人
の
復
興
を
唱
え
る
荻
生
徂
徠

（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
は
、
選
択
不
可
能
な
人
間
関
係
を
課
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
統
治
者
を
「
安
天
下
」
で
き
る
よ
う
な
そ
れ
へ
と
仕
立
て
よ
う
と
す

る
）
11
（

。
被
統
治
者
と
の
関
係
を
外
部
か
ら
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
治
者
の

徳
を
涵
養
す
る
こ
と
が
議
論
の
主
眼
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
統
治
者
層
の
内
紛

が
、
同
じ
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
な
い
。

　

党
争
と
い
う
翳
り
が
さ
し
か
か
る
近
世
後
期
に
お
い
て
、
古
代
中
国
の
「
封

建
」
に
暗
合
す
る
と
し
て
当
世
を
手
放
し
で
謳
歌
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
東
湖

に
は
で
き
な
か
っ
た

）
11
（

。
中
国
で
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
た
地
方
割
拠
な
ど
の
弱
点

の
ほ
か
、
彼
は
、
「
封
建
」
社
会
が
抱
え
う
る
新
た
な
弱
点
に
鋭
敏
に
気
づ
い
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た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
世
襲
の
統
治
者
間
の
不
和
が
も
た
ら
す
危
険
性
」
、

す
な
わ
ち
「
党
争
の
永
続
性
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
東
湖
の
思
考
は
、
よ
ど
み
の
中
で
現
れ
、
そ
の
後
す
ぐ
消
え
失
せ

た
う
た
か
た
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
東
湖
が
歿
し
た
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

以
降
、
水
戸
は
次
第
に
内
戦
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
彼
の
思
考
が
さ
し
た

る
影
響
力
を
及
ぼ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
示
し
て
い
よ
う
。
の
ち
の
明
治

期
に
お
け
る
「
封
建
／
郡
県
」
論
ま
で
視
野
に
入
れ
て
も
、
「
中
央
集
権
対
地

方
分
権
」
と
い
う
統
治
機
構
の
空
間
的
構
成
や
、
「
人
心
」
「
気
力
」
「
公
共
心
」

の
涵
養
が
当
時
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
り
、
世
襲
と
党
争
と
の
連
関
は
、
必
ず

し
も
注
目
さ
れ
て
い
な
い

）
11
（

。

　

仮
に
東
湖
の
思
考
を
受
け
継
い
だ
形
で
考
え
れ
ば
、
近
代
以
降
、
政
党
政
治

に
お
け
る
衝
突
の
過
熱
化
を
、
世
襲
勢
力
の
意
識
的
な
温
存
に
よ
っ
て
牽
制
す

る
発
想
は
ど
の
程
度
有
効
な
の
か
。
貴
族
院
を
め
ぐ
っ
て
、
長
期
的
な
展
望
に

立
っ
た
政
策
立
案
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
諸
政
治
主
体
間
の
関
係
を
円
滑
な

ら
し
め
る
役
割
は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、

「
党
派
性
の
否
定
か
ら
肯
定
へ
」
と
い
う
先
行
研
究

）
11
（

が
提
示
す
る
論
点
に
対
し

て
、
新
た
な
問
題
領
域
を
切
り
拓
く
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
節　

藤
田
東
湖
の
射
程

　
　
　
　
　
　

―
近
世
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に

―

　

江
戸
・
明
治
思
想
史
に
お
け
る
東
湖
の
議
論
の
位
置
づ
け
を
受
け
、
本
節
で

は
、
近
世
東
ア
ジ
ア
を
考
え
る
上
で
、
東
湖
の
議
論
の
持
つ
射
程
を
幾
ば
く
か

指
摘
し
た
い
。
近
世
日
本
政
治
史
・
地
方
史
研
究
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
水
戸

の
党
争
を
、
中
国
や
朝
鮮
と
の
比
較
研
究
に
資
す
る
題
材
へ
と
解
き
放
つ
こ
と

は
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

　

東
湖
の
議
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
問
い
が
設
定
で
き
る
。
「
封
建
世
界
」

と
異
な
り
、
「
郡
県
世
界
」
で
あ
る
秦
漢
以
降
の
中
国
や
朝
鮮
朝
に
お
い
て
、

党
争
は
果
た
し
て
世
代
を
跨
い
で
継
承
さ
れ
な
い
の
か
、
と
。

　

筆
者
の
能
力
や
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
朝
に
関
す
る
覚
書
程

度
の
内
容
の
み
述
べ
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
宋
以
降
の
近
世
中
国
と
同
じ
く
、

朝
鮮
朝
で
は
儒
学
的
「
教
養
人
」
の
支
配
が
成
立
し
て
い
た

）
11
（

。
朱
子
学
を
標
準

学
説
と
す
る
科
挙
で
選
ば
れ
た
官
僚
が
地
方
を
統
治
す
る
と
い
う
、
中
央
集
権

国
家
と
し
て
の
様
態
か
ら
見
れ
ば
、
朝
鮮
朝
は
紛
れ
も
な
く
「
郡
県
」
社
会
で

あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
朝
鮮
朝
は
「
封
建
」
社
会
に
類
似
す
る
特
徴
も
持
っ

て
い
る
。
世
襲
的
な
身
分
の
観
念
が
強
固
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
社
会
的
流
動
性
に
対
す
る
科
挙
の
役
割
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
朝
鮮
朝
で
は
後
期
に
か
け
て
、
科
挙
合
格
者
が
一
部
の
名
門
両
班
に
独

占
さ
れ
る
傾
向
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
る
と
さ
れ
る

）
11
（

。

　

こ
う
し
た
世
襲
性
の
強
い
統
治
者
を
持
つ
朝
鮮
朝
に
お
い
て
、
党
争
は
熾
烈

を
極
め
た
。
「
吉
凶
」
「
婚
姻
」
が
関
わ
れ
ば
忽
ち
攻
撃
さ
れ
、
異
な
る
家
系
の

間
に
は
厳
然
た
る
分
断
が
存
在
し
て
い
る

）
1（
（

。
李
瀷
が
「
一
事
可
別
、
奈
挙
世
何
。

一
世
可
別
、
奈
伝
代
何
（
一
事　

別
る
べ
け
れ
ば
、
挙
世
を
い
か
ん
せ
ん
。
一

世　

別
る
べ
け
れ
ば
、
伝
代
を
い
か
ん
せ
ん

）
11
（

）
」
と
嘆
く
ほ
ど
、
党
争
の
持
続

が
深
刻
で
あ
っ
た
が
、
李
建
昌
（
一
八
五
二
〜
九
八
）
の
『
党
議
通
略
』
原
論

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
優
れ
た
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。　
　

吾
事
農
也
、
吾
子
孫
未
必
皆
農
。
吾
事
工
也
、
吾
子
孫
未
必
皆
工
。
農
工

之
賤
猶
然
、
況
吾
幸
而
貴
顕
、
有
言
議
於
朝
廷
、
又
敢
必
吾
子
孫
之
皆
貴

顕
哉
。
設
使
貴
顕
矣
、
吾
所
言
議
、
乃
為
一
時
而
發
、
吾
子
孫
之
時
何
必

復
有
此
言
議
哉
。
吾
子
孫
猶
然
、
況
吾
所
与
争
言
議
者
之
子
孫
、
又
何
能

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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皆
貴
顕
、
而
復
与
吾
子
孫
争
此
哉
。
此
必
無
之
理
也
。
而
独
我
朝
有
之
。

其
為
閥
閲
、
則
可
謂
盛
矣
。
［
…
…
］
自
其
有
生
之
始
、
至
於
婚
姻
交
遊
、

皆
是
党
也
、
顧
寧
有
可
改
之
路
哉
。
［
…
…
］
自
党
論
之
分
、
而
取
閥
閲

愈
甚
。
前
之
閥
閲
、
猶
以
資
地
。
後
之
閥
閲
、
純
以
党
論
。

吾
農
に
事
ふ
る
や
、
吾
が
子
孫
未
だ
必
ず
し
も
皆
農
た
ら
ず
。
吾
工
に
事

ふ
る
や
、
吾
が
子
孫
未
だ
必
ず
し
も
皆
工
た
ら
ず
。
農
工
の
賤
す
ら
猶
ほ

然
れ
ば
、
況
ん
や
吾
幸
に
し
て
貴
顕
し
、
言
議
を
朝
廷
に
有
れ
ど
、
又
敢

へ
て
必
ず
吾
が
子
孫
の
皆
貴
顕
な
ら
ん
や
。
設
使
ひ
貴
顕
な
る
も
、
吾
言

議
す
る
所
は
、
乃
ち
一
時
の
為
に
發
す
る
も
の
に
し
て
、
吾
が
子
孫
の
時

何
ぞ
必
ず
復
た
此
の
言
議
有
ら
ん
や
。
吾
が
子
孫
す
ら
猶
ほ
然
れ
ば
、
況

ん
や
吾
と
言
議
を
争
ふ
者
の
子
孫
、
又
何
ぞ
能
く
皆
貴
顕
し
、
而
れ
ど
も

復
た
吾
が
子
孫
と
此
を
争
は
ん
や
。
此
必
ず
無
し
の
理
な
り
。
而
し
て
独

り
我
が
朝
に
之
有
り
。
其
れ
閥
閲
為
る
や
、
則
ち
盛
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

［
…
…
］
其
の
生
を
有
す
る
の
始
よ
り
、
婚
姻
交
遊
に
至
る
は
、
皆
是
れ

党
な
り
。
顧
っ
て
寧
ん
ぞ
改
め
る
べ
き
の
路
有
ら
ん
や
。
［
…
…
］
党
論

の
分
か
る
る
よ
り
、
而
し
て
閥
閲
を
取
る
こ
と
愈
甚
し
。
前
の
閥
閲
は
、

猶
ほ
資
地
を
以
て
す
。
後
の
閥
閲
は
、
純
に
党
論
を
以
て
す

）
11
（

。

　

近
世
中
国
で
は
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
「
科
挙
制
度
」
と
「
朋
党
構
成

員
の
流
動
性
」
と
い
う
党
争
を
抑
制
す
る
二
つ
の
要
素
が
、
「
閥
閲
」
の
強
固

さ
の
前
に
と
も
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
李
建
昌
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

本
来
、
党
争
に
お
い
て
一
方
が
降
り
れ
ば
、
世
代
を
跨
ぐ
党
争
の
持
続
は
成
立

し
な
く
な
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
で
は
両
班
は
生
ま
れ
た
時
点
か
ら
、
婚
姻
や
交

遊
関
係
が
党
争
に
絡
ま
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
降
り
る
選
択
肢
が
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
党
派
か
ら
独
立
す
る
個
人
が
、
も
は
や
想
像
で
き

な
い
状
態
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
東
湖
が
「
仕
者
皆
世
官
世
祿

）
11
（

」
と
捉
え
た
近
世
日
本
に

お
い
て
、
党
争
が
世
代
を
跨
い
で
継
承
さ
れ
る
危
険
性
を
指
摘
し
た
彼
の
議
論

は
、
一
理
あ
ろ
う
。
党
派
間
の
境
界
が
い
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い

て
、
政
敵
に
対
し
て
門
戸
を
開
け
な
け
れ
ば
、
や
が
て
李
瀷
や
李
建
昌
が
歎
息

す
る
よ
う
な
深
刻
な
事
態
に
至
り
か
ね
な
い
。
東
湖
の
議
論
を
仮
に
応
用
す
れ

ば
、
朝
鮮
朝
の
党
争
が
熾
烈
を
極
め
た
理
由
は
、
ま
さ
に
「
「
封
建
世
界
」
に

近
い
統
治
体
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
郡
県
世
界
」
で
行
わ
れ
る
党
争
の
経
験

を
参
照
し
た
か
ら
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
近
世
後
期
の
水
戸
学
者
の
双
璧
で
あ
る
会
沢
正
志
斎
と
藤
田
東
湖

が
、
「
封
建
世
界
に
お
け
る
党
争
」
と
い
う
、
彼
ら
に
と
っ
て
喫
緊
な
事
態
を

い
か
に
捉
え
た
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
封
建
」
と
「
党
争
」
と
い

う
二
つ
の
要
素
を
連
関
さ
せ
る
か
に
お
い
て
、
両
人
の
思
考
に
違
い
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

正
志
斎
は
、
世
襲
の
統
治
者
と
し
て
の
門
閥
に
対
し
て
、
見
放
さ
な
い
姿
勢

を
貫
い
た
。
刑
罰
に
お
け
る
優
遇
や
、
弘
道
館
に
お
け
る
教
育
の
目
的
に
関
す

る
説
明
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
党
争
の
相
手
と
し
て

の
門
閥
派
に
対
し
て
、
正
志
斎
は
批
判
を
厭
わ
な
い
。
世
襲
の
統
治
者
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
彼
ら
へ
の
批
判
を
回
避
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

　

一
方
、
東
湖
は
、
世
襲
の
統
治
者
が
存
在
す
る
「
封
建
世
界
」
に
お
い
て
、

党
争
は
と
り
わ
け
危
険
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
党
争
が
世
代
を
跨
ぎ
や
す
い
か

ら
で
あ
る
。
彼
の
議
論
か
ら
は
、
文
字
表
現
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
や
、
弘
化
・

日本儒教学会報 七
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嘉
永
期
の
水
戸
に
お
け
る
異
な
る
党
派
間
の
流
動
性
が
窺
え
る
。
ま
た
、
東
湖

の
主
張
の
背
景
に
は
、
家
臣
団
の
内
紛
に
対
す
る
、
徳
川
公
儀
の
介
入
へ
の
危

惧
が
あ
る
。

　

「
世
襲
の
統
治
者
間
の
不
和
が
も
た
ら
す
危
険
性
」
に
着
目
し
た
東
湖
の
議

論
は
、
「
君
子
／
小
人
」
の
弁
別
基
準
の
再
考
な
ど
に
よ
っ
て
、
党
禍
の
回
避

を
は
か
る
と
い
う
近
世
中
国
の
議
論
と
異
な
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

そ
れ
は
、
同
じ
く
世
襲
を
意
識
し
て
い
な
が
ら
、
「
統
治
者
と
非
統
治
者
と
の

関
係
」
に
着
目
し
た
近
世
日
本
の
一
部
の
論
者
と
も
、
方
向
を
異
に
し
て
い
る
。　

　

熾
烈
な
党
争
に
対
処
す
る
た
め
に
、
近
世
中
国
で
発
生
し
た
党
争
の
事
例
を

参
照
す
る
水
戸
学
者
は
少
な
か
ら
ず
い
た

）
11
（

。
そ
う
し
た
中
、
東
湖
は
秦
漢
以
降

の
党
争
史
は
「
郡
県
の
事
蹟
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
を
迂
闊
に
参
照
す
べ
き

で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
代
わ
り
に
、
彼
が
抵
抗
な
く
参
照
し
た
の
は
、
御

家
騒
動
と
い
う
、
世
襲
体
制
に
深
く
根
ざ
す
近
世
日
本
の
在
来
の
経
験
で
あ
っ

た
）
11
（

。

　

振
り
返
れ
ば
、
近
世
日
本
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
儒
教
の

日
本
化
」
と
い
う
視
点
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
例
え
ば
、
儒

教
儀
礼
の
受
容
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
儒
者
が
寺
請
制
度
や
習
慣
風
俗
の
相
違
と

い
っ
た
障
碍
を
ど
の
程
度
克
服
し
、
近
世
中
国
で
成
立
し
た
『
朱
子
家
礼
』
を

受
容
で
き
た
の
か
、
こ
の
点
が
測
ら
れ
て
き
た
。

　

翻
っ
て
、
「
尊
王
攘
夷
」
「
公
議
公
論
」
と
い
っ
た
近
世
中
国
で
成
熟
し
た
政

治
理
念
や
政
治
文
化
が
、
十
九
世
紀
日
本
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の

事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
「
近
世
中
国
へ
の
接
近
」
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
重
視
す
る

従
来
の
枠
組
み
は
、
引
き
続
き
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
に
値
す
る
。

国
学
者
で
な
く
と
も
、
近
世
中
国
の
儒
教
儀
礼
ま
た
は
政
治
文
化
を
低
く
評
価

し
、
最
初
か
ら
接
近
の
必
要
す
ら
認
め
な
い
よ
う
な
知
識
人
が
見
落
と
さ
れ
や

す
い
か
ら
で
あ
る
。
「
近
世
中
国
の
党
争
経
験
」
に
対
す
る
東
湖
の
警
戒
は
、

ま
さ
し
く
、
「
中
国
か
ら
日
本
へ
」
と
い
う
一
方
的
な
波
及
や
受
容
の
図
式
に

は
収
ま
ら
な
い
、
反
発
や
葛
藤
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る

）
11
（

。

　

注

（
１
）　

江
戸
時
代
に
お
け
る
「
封
建
／
郡
県
論
」
を
含
め
、
「
封
建
／
郡
県
」
を
め
ぐ
る

議
論
史
は
、
張
翔
・
園
田
英
弘
共
編
『
「
封
建
」
・
「
郡
県
」
再
考
：
東
ア
ジ
ア
社
会

体
制
論
の
深
層
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
２
）　

第
二
章
で
引
用
す
る
よ
う
に
、「
封
建
世
界
」
は
、
藤
田
東
湖
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

（
３
）　

水
戸
徳
川
家
の
家
臣
団
に
お
け
る
階
層
や
職
制
に
つ
い
て
は
、
『
水
戸
市
史　

中

巻
（
一
）
』
第
二
章
第
三
節
（
水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
六
八
年
）
を
参
照
。

近
世
に
お
け
る
一
般
的
な
そ
れ
は
、
笠
谷
和
比
谷
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』

第
二
部
「
近
世
大
名
家
の
政
治
秩
序
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
４
）　

一
連
の
政
治
過
程
や
門
閥
派
の
顔
ぶ
れ
に
つ
い
て
は
、『
水
戸
市
史　

中
巻
（
四
）
』

第
十
九
章
第
一
節
〜
第
五
節
（
水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

（
５
）　

朴
薫
「
十
九
世
紀
前
半
日
本
に
お
け
る
『
議
論
政
治
』
の
形
成
と
そ
の
意
味
：

東
ア
ジ
ア
政
治
史
の
視
点
か
ら
」
、
『
講
座
明
治
維
新
一　

世
界
史
の
な
か
の
明
治

維
新
』
、
有
志
舍
、
二
〇
一
〇
年
。
同
「
幕
末
政
治
変
革
と
『
儒
教
的
政
治
文
化
』
」
、

明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
史
研
究
』
八
、
二
〇
一
二
年
。
同
「
東
ア
ジ
ア
政

治
史
に
お
け
る
幕
末
維
新
政
治
史
と
『
士
大
夫
的
政
治
文
化
』
の
挑
戦
：
サ
ム
ラ

イ
の
『
士
化
』
」
、
清
水
光
明
編
『
近
世
化
論
と
日
本
：
「
東
ア
ジ
ア
」
の
捉
え
方

を
め
ぐ
っ
て
』
、
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
八
五
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
。
同
「
武

士
の
政
治
化
と
『
学
党
』
：
十
九
世
紀
前
半
の
日
本
に
お
け
る
『
士
大
夫
的
政
治

文
化
』
の
台
頭
」
、
塩
出
浩
之
編
『
公
論
と
交
際
の
東
ア
ジ
ア
近
代
』
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
六
年
。

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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（
６
）　

山
田
央
子
『
明
治
政
党
論
史
』
第
一
章
、
創
文
社
、
一
九
九
九
年
。
前
田
勉
「
吉

田
松
陰
に
お
け
る
読
書
と
政
治
」
、
『
江
戸
教
育
思
想
史
研
究
』
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
六
年
。

（
７
）　

本
稿
が
引
用
ま
た
は
言
及
す
る
正
志
斎
の
著
述
の
書
誌
情
報
を
記
す
。
『
泰
否

炳
鑑
』
『
読
周
官
』
は
無
窮
会
図
書
館
蔵
写
本
、
『
学
制
略
説
』
は
文
部
省
編
『
日

本
教
育
史
資
料　

五
』
（
明
治
二
三
〜
二
五
年
）
、
『
下
学
邇
言
』
は
明
治
二
十
五

年
会
沢
善
発
行
刊
本
、
『
新
論
』
は
日
本
思
想
大
系
『
水
戸
学
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
）
、
『
対
問
三
策
』
『
江
湖
負
喧
』
は
『
神
道
大
系
』
論
説
篇
一
五
『
水

戸
学
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
年
）
、『
読
末
賀
能
比
連
』
は
関
儀
一
郎
編
『
日

本
儒
林
叢
書
』
第
四
冊
（
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
）
。
引
用
に
際
し
、
句

読
点
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
８
）　

『
対
問
三
策
』
一
六
四
〜
一
六
五
頁
。

（
９
）　

『
対
問
三
策
』
一
七
六
頁
。
『
江
湖
負
喧
』
四
九
六
頁
も
参
照
。

（
（1
）　

「
聖
人
用
法
既
有
典
刑
以
弊
之
、
而
人
情
事
理
固
不
一
端
、
有
不
可
以
一
律
断
之

者
。
故
設
八
辟
以
議
其
軽
重
低
昂
之
宜
、
如
親
・
故
・
賢
・
能
・
功
・
貴
・
勤
・
賓
」
、

『
読
周
官　

坤
』
「
八
辟
」
。

（
（（
）　

「
太
祖
神
武
天
皇
既
定
天
下
、
封
建
国
造
、
俾
司
牧
人
神
。
旧
族
世
家
、
悉
維
之

以
名
位
」
、
『
新
論
』
三
八
五
頁
。

（
（1
）　

 

『
新
論
』
四
一
五
頁
。
三
谷
博
「
尊
攘
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造

―
『
新
論
』

に
お
け
る
「
忠
」
「
孝
」
の
多
重
平
行
四
辺
形
」
、
『
日
本
史
の
な
か
の
「
普
遍
」

―
比
較
か
ら
考
え
る
「
明
治
維
新
」
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
（
初

出
は
一
九
九
四
年
）
、
二
三
八
頁
。

（
（1
）　

『
対
問
三
策
』
一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

（
（1
）　

『
対
問
三
策
』
一
八
七
頁
。

（
（1
）　

正
志
斎
の
教
育
構
想
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
、
近
年
の
研
究
に
詳
し
い
。

K
ate W

ildm
an N

akai, Tokugaw
a A

pproaches to the R
ituals of Zhou: The late 

M
ito School and Feudalism

, in B
enjam

in A
. Elm

an and M
artin K

ern, eds., 

Statecraft and C
lassical Learning: the Rituals of Zhou in East Asian H

istory, 
(Leiden: B

rill, 2010), pp.279-308.

大
場
一
央
「
「
弘
道
館
記
」
を
め
ぐ
る
會
澤
正

志
齋
の
教
学
理
念
」
、
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
二
九
号
、
二
〇
一
二
年
。
同
「
『
学

制
略
説
』
に
見
る
會
澤
正
志
齋
の
治
敎
一
致
論
」
、
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
六

号
、
二
〇
一
九
年
。
高
山
大
毅
「
遅
れ
て
き
た
古
学
者
：
会
沢
正
志
斎
の
国
制
論
」
、

『
近
世
日
本
に
お
け
る
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
。

関
口
直
佑
『
近
代
日
本
国
体
論
の
研
究
：
会
沢
正
志
斎
と
考
証
学
』
、
国
書
刊
行
会
、

二
〇
一
九
年
。

（
（1
）　

［
安
政
四
年
某
月
十
八
日
］
、
井
坂
清
信
『
会
沢
正
志
斎
の
晩
年
と
水
戸
藩
：

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
会
沢
正
志
斎
書
簡
』
解
題
と
翻
字
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
一
七
年
、
三
六
五
〜
三
六
六
頁
。

（
（1
）　

『
新
論
』
守
禦
、
四
〇
三
頁
。
ほ
か
に
『
江
湖
負
暄
』
五
三
九
頁
も
参
照
。

（
（1
）　

『
読
葛
花
』
二
〇
頁
。

（
（1
）　

『
読
末
賀
能
比
連
』
七
頁
。
ほ
か
に
以
下
を
参
照
。
『
学
制
略
説
』
四
七
一
頁
、
『
下

学
邇
言
』
十
五
丁
裏
や
十
七
丁
表
、
『
対
問
三
策
』
一
八
二
〜
一
八
三
頁
。
ち
な
み

に
、
東
湖
も
、
才
徳
の
な
い
人
が
旧
家
に
生
ま
れ
た
だ
け
で
政
治
を
行
う
こ
と
を

問
題
視
す
る
も
の
の
、
人
材
登
用
を
無
条
件
に
優
先
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
常
陸
帯
』
、
菊
池
謙
二
郎
編
『
新
定
東
湖
全
集
』
、
一
九
四
〇
年
、
博
文
館
、
六
六

〜
六
七
頁
や
一
二
二
〜
一
二
三
頁
（
以
下
、
断
り
が
な
い
限
り
、
東
湖
の
著
述
は

全
て
こ
れ
に
よ
る
）
。
「
与
飛
子
健
書
」
、
『
東
湖
遺
稿
』
、
二
二
三
頁
。
辛
卯
十
二
月

十
四
日
、
『
東
湖
封
事
』
、
八
三
九
頁
。

（
11
）　

武
石
智
典
「
後
期
水
戸
学
に
お
け
る
「
世
襲
」:

幽
谷
・
正
志
齋
・
東
湖
を
中
心
に
」
、

筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
編
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
三
九
号
、
二
〇
二
一
年
、
八
頁
。

（
1（
）　

前
掲
武
石
論
文
以
外
、
前
田
勉
「
日
本
に
お
け
る
封
建
・
郡
県
論
：
近
世
日
本

の
封
建
・
郡
県
論
の
ふ
た
つ
の
論
点
」
（
前
掲
『
「
封
建
」
・
「
郡
県
」
再
考
』
所
収
）

を
念
頭
に
置
く
。
「
折
衷
的
」
や
「
妥
協
的
」
と
い
う
表
現
は
、
筆
者
に
よ
る
ま
と

め
で
あ
る
。

日本儒教学会報 七



- 25 -

（
11
）　

前
掲
前
田
勉
「
日
本
に
お
け
る
封
建
・
郡
県
論
」
、
二
六
八
頁
。
世
襲
を
排
し
、「
立

身
出
世
」
や
「
競
爭
」
の
世
界
に
す
れ
ば
、
人
間
が
幸
福
に
な
れ
る
の
か
。
世
襲

の
息
苦
し
さ
へ
の
反
動
は
、
確
か
に
明
治
維
新
の
主
な
原
動
力
と
さ
れ
て
い
る
（
渡

辺
浩
『
明
治
革
命
・
性
・
文
明
』
第
一
章
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
。

し
か
し
他
方
、
世
襲
の
存
在
意
義
が
直
ち
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

絶
え
ず
に
議
論
さ
れ
続
け
て
い
る
（
松
田
宏
一
郎
『
江
戸
の
知
識
か
ら
明
治
の
政

治
へ
』
第
一
章
・
第
三
章
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）
。

（
11
）　

大
阪
大
学
会
沢
正
志
斎
書
簡
研
究
会
編
『
会
沢
正
志
斎
書
簡
集
』
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
六
年
、
三
〜
五
頁
。
差
出
時
期
の
推
定
は
、
桐
原
健
真
の
同
書
に
対
す
る

書
評
（
『
明
治
維
新
史
研
究
』
一
五
号
、
二
〇
一
八
年
）
に
よ
る
。

（
11
）　

「
君
病
疾
発
動
、
泄
血
数
斗
、
医
或
言
非
吉
兆
。
君
乃
作
此
書
、
條
疏
国
事
、
以

属
高
橋
敬
卿
［
筆
者
注
＝
高
橋
多
一
郎
］
。
亦
古
人
遺
表
之
意
也
」
、
嘉
永
乙
酉
春

三
月
望
国
友
尚
克
跋
、
『
許
々
路
之
阿
登
』
、
一
一
〇
九
頁
。

（
11
）　

水
戸
徳
川
家
の
附
家
老
・
中
山
家
の
十
二
代
信
守
（
一
八
〇
七
〜
五
七
）
。

（
11
）　

『
孟
子
』
離
婁
上
。

（
11
）　

『
許
々
路
之
阿
登
』
、
一
一
〇
一
頁
。

（
11
）　

水
戸
市
教
育
会
編
『
東
湖
先
生
之
半
面
：
一
名
・
東
湖
書
簡
集
』
（
一
九
〇
九
年
、

一
四
二
頁
）
も
本
書
簡
を
収
め
て
お
り
、
「
黒
微
」
は
谷
田
部
雲
八
、
尾
羽
平
蔵
を

指
す
と
注
釈
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
掲
『
東
湖
先
生
書
柬
抄　

三
』
に
見

え
る
同
書
簡
に
書
き
込
ま
れ
た
朱
筆
注
記
に
基
づ
く
も
の
か
。

（
11
）　

「
寒
斗
」
は
、「
奸
計
」
と
解
し
て
い
る
。
「
寒
」
は
音
通
と
し
て
考
え
、「
斗
」
は
「
計
」

に
字
形
が
似
て
い
る
た
め
、
通
用
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
（
児
玉
幸
多
編
『
く

ず
し
字
用
例
辞
典　

普
及
版
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
、
四
四
三
頁
）
。

（
11
）　

月
日
不
明
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
長
久
保
叢
書
』
八
三
所
収
『
東
湖
先

生
書
柬
抄　

三
』
。

（
1（
）　

天
功
自
筆
と
思
わ
れ
る
茨
城
県
立
歴
史
館
藏
高
橋
清
賀
子
家
文
書
所
収
『
鶏
鳴

録
』
（
請
求
記
号
：
一
二
五
）
。

（
11
）　

「
齊
田
氏
」
の
誤
り
。
明
・
茅
坤
編
『
唐
宋
八
大
家
文
鈔
』
な
ど
所
収
蘇
軾
「
続

歐
陽
子
朋
党
論
」
の
文
言
。

（
11
）　

「
国
友
与
五
郎
に
与
へ
て
其
著
朋
党
廣
議
を
評
す
る
書
」
、
前
掲
『
東
湖
先
生
之

半
面
』
、
嘉
永
元
年
一
二
月
三
日
、
一
三
六
頁
。

（
11
）　

管
見
の
限
り
、
『
朋
党
論
広
義
』
は
九
巻
八
冊
の
写
本
と
し
て
、
無
窮
会
神
習
文

庫
に
の
み
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年
一
月
時
点
、
無
窮
会
は

閲
覧
業
務
を
停
止
し
て
お
り
、
本
書
の
全
貌
が
不
明
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
、
『
水

戸
学
大
系　

第
三
巻　

藤
田
幽
谷
集
（
附
岡
井
蓮
亭　

国
友
善
庵
集
）
』（
井
田
書
店
、

一
九
四
一
年
）
が
そ
の
巻
一
を
収
め
て
お
り
、
ま
た
前
掲
「
国
友
与
五
郎
に
与
へ

て
其
著
朋
党
廣
議
を
評
す
る
書
」
に
、
全
体
構
成
に
関
わ
る
東
湖
の
修
訂
意
見
が

見
ら
れ
る
。

（
11
）　

『
許
々
路
廼
阿
登
』
、
一
一
〇
二
頁
。

（
11
）　

『
許
々
路
廼
阿
登
』
、
一
〇
九
九
頁
。

（
11
）　

東
湖
は
、
要
路
者
に
対
し
て
も
、
同
じ
く
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
。
弘
化
三
年
、

東
湖
が
斉
昭
に
代
わ
っ
て
草
し
た
と
考
え
ら
れ
る
阿
部
正
弘
ら
の
公
儀
中
枢
宛
て

の
書
簡
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
近
来
頻
ニ
党
名
を
唱
へ
、
政

府
の
処
置
も
其
人
々
の
行
状
賢
愚
ニ
不
拘
、
是
も
党
彼
も
党
と
申
候
て
、
厳
重
罰

を
加
へ
候
様
成
行
［
…
…
］
右
様
の
始
末
に
て
ハ
人
気
弥
相
激
し
、
此
上
一
和
の

場
合
何
共
安
心
不
致
［
下
略
］
」
、
「
藤
田
東
湖
手
録
」
、
『
水
戸
藤
田
家
旧
蔵
書
類　

三
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
五
〇
八
〜
五
〇
九
頁
。

（
11
）　

「
中
納
言
の
君
世
を
嗣
せ
給
ふ
事
」
、
『
常
陸
帯
』
、
六
五
頁
。

（
11
）　

『
回
天
詩
史
』
、
三
頁
。

（
11
）　

『
許
々
路
乃
阿
登
』
、
一
一
〇
二
〜
一
一
〇
三
頁
。
辛
卯
十
二
月
六
日
付
、
『
東
湖

封
事
』
、
八
三
六
頁
。

（
1（
）　

『
回
天
詩
史
』
五
頁
～
六
頁
。
父
で
あ
る
義
質
が
反
対
し
た
も
の
の
、
義
観
は
文

政
一
二
年
の
斉
昭
擁
立
運
動
に
参
加
し
て
い
る
。
戸
田
家
に
関
し
て
は
、
『
回
天
詩

史
』
三
四
頁
。
国
友
善
庵
「
故
水
戸
執
政
忠
太
夫
戸
田
府
君
墓
誌
銘
」
、
戸
田
保
忠

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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編
『
蓬
軒
遺
風　

一
』
、
一
九
三
四
年
、
三
三
四
頁
。
な
お
、
「
甲
辰
の
国
難
」
後
、

門
閥
派
筆
頭
・
結
城
朝
道
が
推
挙
し
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
「
一
義
士
の
至
誠
に

感
じ
正
論
に
与
し
」
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
東
湖
は
、
「
誰
の
縁
者

に
て
も
誰
の
推
挙
に
て
も
正
論
に
さ
へ
与
し
候
へ
は
、
感
心
な
る
事
と
奉
存
候
」

と
し
て
、
受
け
入
れ
て
い
る
。
『
許
々
路
廼
阿
登
』
、
一
一
〇
一
頁
。

（
11
）　

こ
の
点
を
示
す
資
料
が
多
い
が
、
東
湖
が
も
っ
と
も
情
緒
豊
か
に
表
現
し
て
い

る
の
は
、
『
常
陸
帯
』
の
序
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
『
常
陸
帯
』
五
三
〜
五
七
頁
。

（
11
）　

「
幕
府
は
父
兄
に
て
本
藩
は
子
弟
の
御
家
筋
に
被
為
在
候
へ
は
、
父
兄
如
何
様
の

無
理
を
申
候
と
も
、
其
意
に
さ
か
ら
は
ず
、
其
怒
り
の
解
候
を
待
候
儀
子
弟
の
常

道
と
奉
存
候
」
、
『
許
々
路
廼
阿
登
』
、
一
一
〇
四
頁
。

（
11
）　

『
許
々
路
廼
阿
登
』
、
一
一
〇
三
頁
。

（
11
）　

東
湖
は
直
近
の
仙
石
騒
動
の
処
理
に
携
わ
っ
た
川
路
聖
謨
と
交
遊
し
て
お
り
、

こ
の
件
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
『
見
聞
偶
筆
』
、
五
四
五
〜
五
四
六
頁
。

（
11
）　

政
局
が
好
転
し
て
い
る
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
お
い
て
も
、
東
湖
は
そ
の

見
方
や
姿
勢
を
変
え
て
い
な
い
。
「
藤
田
東
湖
書
簡
［
戸
田
忠
太
夫
返
書
添
付
］
嘉

永
二
年
三
月
七
日
」
、
『
水
戸
藤
田
家
旧
蔵
書
類　

三
』
、
三
六
二
頁
。
高
橋
多
一
郎

『
遠
近
橋
』
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
、
五
二
五
〜
五
二
六
頁
。

　
　
　

な
お
、
東
湖
が
実
践
面
に
お
い
て
も
徳
川
公
儀
に
極
め
て
繊
細
な
注
意
を
払
っ

て
い
る
こ
と
は
、
以
下
二
つ
の
事
例
か
ら
伺
え
る
。
①
『
楊
椒
山
先
生
集
』
の
序

文
の
草
稿
を
天
功
か
ら
示
さ
れ
た
東
湖
は
、
「
幕
」
と
「
府
」
と
い
う
二
文
字
が
、

版
面
上
で
は
ち
ょ
う
ど
一
行
の
最
後
と
次
行
の
最
初
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
「
如
何
敷
」
だ
と
し
て
、
調
整
を
勧
め
て
い
る
（
『
藤
田
東
湖
書
簡
集　

二
』
、

年
不
明
十
二
月
十
日
、
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
高
橋
清
賀
子
家
文
書
、
請
求
記
号
：

八
六
―
二
）
。
東
湖
は
出
版
活
動
に
よ
っ
て
、
不
本
意
な
政
治
的
意
図
が
読
み
取
ら

れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照
。
「
豊
田
天
功

『
精
忠
新
録
』
の
編
集
過
程

―
水
戸
学
派
の
「
振
気
」
戦
略
を
め
ぐ
っ
て

―
」
、『
日

本
中
国
学
会
報
』
第
七
十
三
集
、
二
〇
二
一
年
。
②
国
友
善
庵
か
ら
見
せ
ら
れ
た
『
朋

党
論
広
義
』
に
あ
る
「
如
我　

国
家
、
豈
無
良
法
善
政
乎
」
の
「
国
家
」
に
つ
い
て
、

東
湖
は
、
水
戸
徳
川
家
を
指
し
て
「
国
家
」
を
言
う
の
は
避
け
る
べ
き
だ
と
国
友

の
注
意
を
促
し
て
い
る
（
嘉
永
元
年
十
二
月
三
日
、
「
国
友
与
五
郎
に
与
へ
て
其
著

朋
党
廣
議
を
評
す
る
書
」
、
前
掲
『
東
湖
先
生
之
半
面
』
、
一
三
四
頁
）
。 

 

（
11
）　

「
北
宋
朋
党
論
述
略
」
、
羅
家
祥
『
朋
党
之
争
与
北
宋
政
治
』
、
華
中
師
範
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
。
朱
子
彦
『
中
国
朋
党
史
』
、
東
方
出
版
中
心
、
二
〇
一
六

年
。A

ri D
aniel Levine, D

ivided by a C
om

m
on Language: Factional C

onflict 
in Late N

orthern Song C
hina, U

niversity of H
aw

aii Press, 2008, pp.24-41.

な

ど
を
参
照
。

（
11
）　

中
島
隆
博
『
共
生
の
プ
ラ
ク
シ
ス　

国
家
と
宗
教
』
第
一
章
や
第
二
章
、
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。
陳
宝
良
『
明
代
士
大
夫
的
精
神
世
界
』
第
一
章
、

北
京
师
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
。

　
　
　

た
だ
し
、
宋
代
の
す
べ
て
の
学
者
が
、
政
敵
の
主
張
の
正
当
性
を
認
め
な
い
前

提
で
、
己
の
主
張
に
賛
同
す
る
よ
う
に
相
手
を
説
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

福
谷
彬
は
、
陸
九
淵
が
朱
熹
と
は
異
な
る
説
得
術
を
模
索
し
て
い
た
と
指
摘
し
て

お
り
、
広
義
の
「
党
争
論
」
と
し
て
興
味
深
い
。
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
第
四
章
・

第
五
章
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
。

（
11
）　

『
東
湖
随
筆
』
、
乙
巳
（
弘
化
二
年
、
一
八
四
五
）
三
月
念
三
録
、
五
二
五
頁
。

（
11
）　

前
掲
『
東
湖
先
生
之
半
面
』
、
嘉
永
元
年
十
二
月
三
日
、
一
三
六
〜
一
三
七
頁
。

な
お
、
こ
の
批
判
は
、
国
友
善
庵
の
議
論
を
踏
ま
え
て
い
る
。
前
掲
『
水
戸
学
大

系　

第
三
巻　

藤
田
幽
谷
集
（
附
岡
井
蓮
亭　

国
友
善
庵
集
）
』
、
四
二
一
頁
。

（
1（
）　

前
掲
前
田
勉
「
日
本
に
お
け
る
封
建
・
郡
県
論
」
の
ほ
か
、
以
下
も
参
照
。
瞿
亮
「
近

世
日
本
儒
者
的
封
建
、
郡
県
論
与
幕
藩
体
制
意
識
形
態
的
嬗
変
」
、『
国
際
日
本
研
究
』

（
第
１
輯
）
、
二
〇
二
一
年
。

（
11
）　

清
水
光
明
「
科
挙
と
察
挙
」
、
『
近
世
日
本
の
政
治
改
革
と
知
識
人
』
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
。
基
づ
く
資
料
は
、
雨
森
芳
洲
著
・
水
田
紀
久
校
注
『
た

は
れ
草
』
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
四
頁
。

日本儒教学会報 七
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（
11
）　

高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、

二
一
九
頁
。
基
づ
く
資
料
は
、
「
与
厳
邑
侯
」
、
『
南
郭
先
生
文
集
』
、
近
世
儒
家
文

集
集
成
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
、
四
二
四
〜
四
二
六
頁
。

（
11
）　

前
掲
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」
』
、
六
一
〜
六
四
頁
。

（
11
）　

増
淵
龍
夫
は
、
「
現
実
の
直
視
に
も
と
づ
く
、
体
制
と
の
対
決
、
或
は
体
制
の
改

良
と
い
う
実
践
的
課
題
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
た
」
中
国
の
「
封
建
／
郡
県
」
論
が
、

日
本
に
入
る
と
「
体
制
を
正
当
化
す
る
理
念
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
」
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判
す
る
（
「
歴
史
認
識
に
お
け
る
尚
古
主
義
と
現
実
批
判

―
日
中
両
国
の
「
封
建
」
・
「
郡
県
」
論
を
中
心
と
し
て
」
、
『
歴
史
家
の
同
時
代

史
的
考
察
に
つ
い
て
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
九
・
二
一
七
頁
）
。
し

か
し
、
「
封
建
」
社
会
に
潜
む
翳
り
を
意
識
し
た
東
湖
の
議
論
は
、
必
ず
し
も
氏
の

批
判
に
当
た
ら
な
い
。

（
11
）　

河
野
有
理
『
明
六
雑
誌
の
政
治
構
想

―
阪
谷
素
と
「
道
理
」
の
挑
戦
』
第
二

章
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。
同
『
田
口
卯
吉
の
夢
』
第
三
章
・
第
四

章
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。
前
掲
松
田
宏
一
郎
『
江
戸
の
知
識

か
ら
明
治
の
政
治
へ
』
第
二
部
第
三
章
。
朴
薫
「
幕
末
維
新
期
の
政
治
変
革
と
封
建
・

郡
県
論
」
、『
日
本
歴
史
研
究
』
四
二
号
、
二
〇
一
五
年
（
ハ
ン
グ
ル
）
。
湯
川
文
彦
「
郡

県
と
封
建
」
、
山
口
輝
臣
・
福
家
崇
洋
編
『
思
想
史
講
義
【
明
治
篇
Ⅰ
】
』
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
二
二
年
。

（
11
）　

前
掲
前
田
勉
、
山
田
央
子
の
研
究
を
参
照
。

（
11
）　

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想　

増
補
新
装
版
』
第
四
章
「
儒
者
・
読
書
人
・

両
班

―
儒
学
的
「
教
養
人
」
の
存
在
形
態
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、

一
二
〇
頁
。

（
11
）　

世
襲
の
側
面
が
強
い
両
班
が
地
方
統
治
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
、
「
封
建
」
の

殘
影
を
読
み
取
る
同
時
代
人
が
実
際
に
い
る
。
「
我
朝
以
廉
恥
待
士
大
夫
。
衣
冠
旧

族
、
各
守
門
戸
。
倡
率
郷
閭
、
隠
然
有
封
建
之
利
」
、
鄭
澈
『
松
江
集
』
卷
二
、
体

察
両
湖
時
疏
、
一
五
九
二
年
、
『
影
印
標
点
韓
国
文
集
叢
刊
』
四
六
冊
、
景
仁
文
化

社
、
一
九
八
九
年
、
一
六
〇
頁
。
「
我
東
風
習
、
絶
異
中
国
。
粤
自
羅
麗
、
最
重
名

分
。
聞
見
習
熟
、
千
有
餘
年
。
其
不
可
一
朝
改
革
也
明
矣
。
是
故
識
者
以
我
朝
両
班
、

比
昔
之
封
建
。
以
其
維
持
民
心
、
使
不
敢
生
変
、
亦
不
為
無
助
於
国
家
也
」
、
李
宗

城
『
梧
川
集
』
卷
七
、
論
新
法
書
、
同
二
一
四
冊
、
一
九
九
八
年
、
一
七
〇
頁
。

（
11
）　

宮
嶋
博
史
「
朝
鮮
時
代
の
科
挙

―
全
体
像
と
そ
の
特
徴
」
、
『
中
国
：
社
会
と

文
化
』
二
二
号
、
二
〇
〇
七
年
。

（
1（
）　

李
瀷
「
論
朋
党
」
、
『
影
印
標
点
韓
国
文
集
叢
刊
』
一
九
九
冊
、
一
九
九
七
年
、

三
二
九
頁
。

（
11
）　

「
党
論
」
、
『
星
湖
僿
説
』
巻
七
、
書
写
年
不
明
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
デ
―
タ
ベ

―
ス
。
請
求
記
号
：
イ
〇
三
―
〇
一
四
八
九
。

（
11
）　

『
党
議
通
略
』
、
新
文
館
、
一
九
一
二
年
、
一
〇
五
頁
。

（
11
）　

「
今
以
学
問
見
尊
於
世
者
、
皆
在
党
目
中
。
頭
出
頭
沒
、
与
之
俱
化
、
則
悪
可
責

其
不
比
不
党
乎
」
、
南
夏
正
『
桐
巣
漫
録
』
附
録
、『
党
争
史
料
集 

第
一
輯
』
、
旿
晟
社
、

一
九
八
一
年
、
七
二
三
頁
。

（
11
）　

「
与
青
山
総
裁
書
」
、
『
東
湖
遺
稿
』
、
二
一
〇
頁
。

（
11
）　

正
志
斎
以
上
に
門
閥
派
に
対
抗
姿
勢
を
示
し
た
が
ゆ
え
に
、
「
陰
謀
・
心
術
」
を

め
ぐ
る
思
想
史
的
な
問
い
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
は
、
豊
田
天
功
で
あ
っ

た
。
拙
稿
「
「
除
奸
」
と
「
殉
難
」
の
間

―
水
戸
学
者
・
豊
田
天
功
と
吉
田
松
陰

に
お
け
る
楊
継
盛
受
容

―
」
、『
日
本
思
想
史
学
』
五
四
号
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
11
）　

例
え
ば
、
正
志
斎
は
『
泰
否
炳
鑑
』
に
お
い
て
、
宋
代
の
党
争
史
を
『
易
経
』

の
「
泰
卦
」
と
「
否
卦
」
に
基
づ
い
て
た
ど
り
、
個
々
の
士
大
夫
が
「
君
子
」
か
「
小

人
」
か
を
論
評
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
范
純
仁
ら
に
よ
る
新
党
と
旧
党
を
「
調
停
」

す
る
主
張
や
、
王
安
石
の
思
想
統
合
政
策
な
ど
が
抵
抗
な
く
参
照
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

こ
れ
以
外
、「
趙
宋
元
祐
紹
聖
之
際
」
を
参
照
す
る
藤
原
直
「
寄
高
橋
伯
氏
書
」（
嘉

永
元
年
季
秋
、
前
掲
『
遠
近
橋
』
五
六
九
頁
）
や
、
「
東
林
党
議
」
を
参
照
す
る
豊

田
天
功
『
鶏
鳴
録
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
掲
『
遠
近
橋
』
四
四
二
頁
で
は
、
内
藤

直
な
る
人
物
に
よ
る
嘉
永
元
年
六
月
日
付
の
「
上
老
太
公
書
」
が
見
え
る
が
、
主

「封建世界」における党争の捉え方―水戸学者・会沢正志斎や藤田東湖を中心に
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旨
が
「
寄
高
橋
伯
氏
書
」
と
共
通
す
る
た
め
、
同
一
人
物
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
内
藤
直
は
、
す
な
わ
ち
内
藤
耻
叟
の
こ
と
で
あ
る
（
「
又
三
郎
美
濃
部
君
墓

誌
銘
」
、
『
東
湖
遺
稿
』
、
二
九
二
頁
）
。

（
11
）　

東
湖
の
思
考
は
、
次
の
示
唆
も
与
え
て
く
れ
る
。
定
義
に
よ
る
が
、
党
争
と
呼

び
う
る
実
態
は
、
近
世
初
期
か
ら
絶
え
ず
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
近
世
後
期
に
お
け
る
儒
学
の
浸
透
に
伴
い
、
家
臣
団
に
度
々
起
こ
っ
て
き

た
内
紛
が
初
め
て
「
党
争
」
と
い
う
語
彙
で
捉
え
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
薩

摩
島
津
家
の
「
文
化
朋
党
事
件
」
「
嘉
永
朋
党
事
件
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

「
甲
辰
の
国
難
」
を
含
む
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
御
家
騒
動
」

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
豊
田
天
功
は
、「
近
時
仙
石
氏
之
難
、
雖
大
小
不
同
、

而
其
事
体
甚
相
似
類
」
と
述
べ
、
「
甲
辰
の
国
難
」
と
仙
石
騒
動
と
の
近
似
性
を
指

摘
し
て
い
る
（
『
明
夷
録
』
、
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
高
橋
清
賀
子
家
文
書
、
請
求
記
号
：

一
二
九
）
。

（
11
）　

「
東
ア
ジ
ア
近
世
化
」
を
積
極
的
に
論
じ
る
宮
嶋
博
史
の
仕
事
が
筆
者
の
念
頭

に
あ
る
。
氏
の
論
点
や
そ
れ
ら
へ
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒
「
東
ア
ジ

ア
史
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
史
学
史
管
見
』
、
研
文
出
版
、

二
〇
二
一
年
。
初
出
は
二
〇
一
一
年
）を
参
照
。
な
お
、
高
山
大
毅
「
封
建
の
世
の
「
家

礼
」
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
八
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
「
文
化
的
周
縁
で
あ

る
が
ゆ
え
の
困
難
と
は
別
に
、
中
国
よ
り
も
日
本
の
方
が
経
書
に
記
さ
れ
た
「
古

三
代
」
に
近
い
が
ゆ
え
に
、
『
家
礼
』
の
権
威
が
ゆ
ら
ぐ
」
と
い
う
現
象
を
提
示
し

て
い
る
。
「
一
方
的
な
波
及
・
受
容
」
と
い
う
図
式
の
相
対
化
に
つ
い
て
は
、
こ
の

論
文
に
多
く
学
ん
だ
。
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